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届出関係の留意事項について

加算の届出について

○提出期限

届出が必要な加算については、加算の適用を希望する前月の１５日までに、書類の提出が必要です。

【例】8月1日から算定開始 → 7月15日までに届出

○提出書類

以下「加算添付書類一覧」を参考の上、書類を御提出ください。

各種様式は群馬県ホームページにございます。

【加算添付書類一覧】https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/648037.xlsx

【ホームページ】https://www.pref.gunma.jp/page/6184.html

○提出先（Logoフォーム）
・居住系サービス（グループホーム、施設入所支援（生活介護）、短期入所）＜外部リンク＞

・訪問系サービス、日中活動系サービス（生活介護、就労系サービス）、相談支援、 自立生活援助＜外部リンク＞

※届出方法はＬｏｇｏフォーム

※受理通知の取扱いについて
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、受理通知を交付していません。
当課での審査が完了次第、Logoフォームの申請状況が「完了」になった旨のメールが事業所に送られます。
請求に関しましては、上記メールを待たずに行っていただきますが、要件を満たしていない場合は返還の手続きが必

要になります。
大変恐れ入りますが、加算取得前は、法人・事業所様で十分に要件及び届出書類を御確認ください。

https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/648037.xlsx
https://www.pref.gunma.jp/page/6184.html
https://logoform.jp/f/Djymr
https://logoform.jp/f/Ppk1g
https://logoform.jp/f/Ppk1g
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○事業所の名称、管理者、運営規程等に変更があった場合は、原則、変更の日から10日以内に

届け出てください。

○定員や事業所の所在地を変更する場合は、事前（一月以上前を目安）に障害政策課あて連絡を

してください。

○書類提出先（メール） shougai-todokede@pref.gunma.lg.jp

変更届について ※届出方法はメール

届出関係の留意事項について

廃止・休止について ※届出方法はメール

○事業所の廃止・休止を行う場合は、事前（一月以上前を目安）に障害政策課あて連絡をして

ください。

状況を確認させていただきます。確認後、必要書類の提出をお願いします。

○書類提出先（メール） shougai-todokede@pref.gunma.lg.jp

人員欠如について
○事業所の管理者やサービス管理責任者、直接処遇職員等、人員配置基準に関わる職種の人員が

不足する場合は、不足が発生する見込みがある時点で速やかに当課まで御連絡ください。
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事故報告について （参考：健福第607-4号（平成２５年９月１３日発））

○事故（受診を伴う）・感染症（保健所へ報告）等が発生した場合は、

原則、発生直後に電話等で概要を報告してください。

○再発防止策の検討を行い、原則、事故発生後３０日以内に、事故報告書を作成し、

県へ報告してください。

○書類提出先（メール） shougai-todokede@pref.gunma.lg.jp

※個人情報が含まれますので、誤送信には注意してください。

登録アドレスについて

○登録アドレスへ、国からの事務連絡や、県からの通知を不定期にお送りしております。

○送信エラーが散見されておりますので、適正に受信できているか再確認をお願いします。

○登録アドレスを変更したい場合は、質問・相談フォームへお問い合わせください。

届出関係の留意事項について

※県からの通知が届いているか、再度確認をしてください。
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質問・相談フォームの問い合わせについて

質問・相談フォームの活用に御協力いただき、
ありがとうございます。
引き続き、質問・相談フォームを活用いただきますよう、
御協力よろしくお願いします。

【URL】
https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr

https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr
https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr
https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr
https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr
https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr
https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr
https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年２月６日 厚生労働省・こども家庭庁 資料抜粋
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２-２ 賃金・工賃の考え方について

平均工賃月額の算出方法

【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷ （年間延べ利用者数 ÷ 年間開所日数）÷ １２月

※開所日１日あたりの平均利用者数 → 小数点第２位以下切り上げ
※平均工賃月額の小数点 → 円未満を四捨五入

開所日１日あたりの平均利用者数

（生産活動収入）ー（生産活動に係る経費）＝利用者に支払う賃金・工賃

賃金・工賃への配分

※生産活動収入から経費を控除した額に相当する額を賃金・工賃として支払うもの
とされており。原則として生産活動に係る余剰金は発生しない。
（一定の条件の下積立金を計上することが可能）

令和６年度から、新しい算出方法となっています。
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２-３ 事業所等とは別の場所で行われる支援について

指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援について、要件のすべて
を満たす場合に限り、報酬を算定することとされています。
実施にあたっては、留意事項通知を必ず御確認ください。

・就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について
平成１９年４月２日 障障発第0402001 号
令和６年３月２９日 最終改正 障障発0329第７号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課⻑

・
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２-３ 事業所等とは別の場所で行われる支援について

施設外支援

施設外就労

在宅において利用する場合の支援

○企業等で行われる「企業実習」等への支援
・１年間に180日間を限度として算定可能。
・個別支援計画に施設外支援の内容を位置づけ、１ヶ月ごとに見直しを行う。
・利用者又は実習受入事業者等から利用者の状況を聞き取り、日報を作成する。

○企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援
・事業所内、施設外就労先それぞれで、基準上必要な人数の職員を配置する。
・施設外就労先の企業と、請負作業に関する契約を締結する。
※施設外就労の実施にあたっては、県への届出をお願いしております。

・
○在宅でのサービス利用を希望し、支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対する支援
・在宅での訓練、支援内容等について指定権者から求められた場合には提出できるようにしておく。
・１日２回以上連絡、助言又は進捗状況の確認等の支援を行い、日報を作成する。

下記の要件は一部です。留意事項通知を必ず御確認ください。



※要件について、再度確認をお願いします。

① 施設外就労（企業内就労）については、次のアからオまでの要件をいずれも満たす場合に限り、算定する。 

ア 施設外就労の総数については、利用定員を超えないこと。なお、事業所内での就労継続支援Ｂ型事業の延長として

  施設外就労を行う形態ではなく、施設外就労を基本とする形態で就労継続支援Ｂ型事業を行う場合であっても、

本体施設には、管理者及びサービス管理責任者の配置が必要であること。 

イ 施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数（常勤換算方法に

よる。）の職員を配置する。事業所については、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定

上必要とされる人数（常勤換算方法による。）の職員を配置すること。なお、サービス管理責任者については、施設外

就労を行う者の個別支援計画の作成に係る業務も担うことから、施設外就労を行う者を含めた前年度の平均利用者数に

対して配置すること。 

ウ 施設外就労の提供が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規定に位置づけられていること。 

エ 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行に

資すると認められること。このため、指定権者においては、就労能力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行に

資するかどうか実地調査においてよく確認すること。 

オ 緊急時の対応ができること。 

② 施設外就労により就労している者と同数の者を主たる事業所の利用者として、新たに受入れることが可能であること。 

③ 報酬の適用単価については、主たる事業所の利用定員に基づく報酬単価を適用すること。 
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就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について
障障発０３３１第２号 令和７年３月 31日 抜粋施設外就労について

「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.8」
についても必ず確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001471548.pdf



④ その他 

ア施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約を締結すること。なお、契約締結の際には、以下のことに留意すること。 

    （ア）請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する法人が負うものであることが明確に

 されていること。 

    （イ）施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて算定されるものであること。 

（ウ）施設外就労先の企業から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合には、賃貸借契約又は使用賃借契約が締結されていること。また、

施設外就労先の企業から作業に要する材料等の供給を受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項について明確な定めを置くこと。 

イ 請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は、施設外就労先の企業ではなく、事業所が行うこと。 

    （ア）事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行うこと。 

 （イ）事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと。 

ウ 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること。 

エ 施設の運営規程に施設外就労について明記し、当該就労について規則を設けるとともに、対象者は事前に個別支援計画

に規定すること。また、訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標

その他個別支援計画の内容の見直しを行うこと。 

オ 実績の報告については、報酬請求に当たり、事業所からの毎月の報告を不要とするが、事業所には施設外就労の実績

記録書類を作成・保存し、地方公共団体の判断で利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には、事業所に確認

すること。 

カ 施設外就労に随行する支援員の業務  施設外就労に随行する支援員は、就労先企業等の協力を得て、以下の業務を行う。 

    （ア）事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握  （イ）施設外就労先の企業における作業の実施に向けての調整

 （ウ）作業指導等、対象者が施設外就労を行うために必要な支援             （エ）施設外就労についてのノウハウの蓄積及び提供 

    （オ）施設外就労先の企業や対象者の家族との連携                                    （カ）その他上記以外に必要な業務 

キ 関係機関との連携 

  都道府県及び実施施設は、この事業の実施について、都道府県労働局、地域障害者職業センター、

公共職業安定所、委託企業等の関係機関と連携を密にし、事業が円滑に行われるように努めるものとする。 
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就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について
障障発０３３１第２号 令和７年３月 31日 抜粋施設外就労について



在宅支援については、留意事項通知において（次頁スライドに記載）「アからキまでの要件のいずれにも該当する

場合に限り、報酬を算定する」としているほか、Ｑ＆Ａ等により考え方を示しているが、特に事業所に留意いただき

たい観点は以下のとおり。 

１ 留意事項通知で「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が

判断した利用者｣が対象となっているため、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。 

    希望があれば在宅での利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人の同意に加え、支援の効果が認められるかどうかに

ついてあらかじめ市町村が判断することが必要であるので、留意すること。 

２ 留意事項通知に基づき、運営規程への在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記等を徹底すること。 

    また、留意事項通知で訓練状況及び支援状況について、「本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、動画

ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮した上で、

提出できるようにしておくことが望ましい」とされていることから、それを推進すること。 

３ 留意事項通知に｢事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活用により、評価等を1週間に

つき１回は行うこと｣とされていることを踏まえ、事業所における適切な評価等の徹底を図ること。 

４ Ｑ＆Ａにおいて「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う

必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、（中略）オンラインによる

在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で

定める要件の全てに該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面での支援を行うことが求められることを

前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。 

５ Ｑ＆Ａにおいて「緊急事態が発生した

際には当該事業所の職員が速やかに

利用者の元へ駆けつけ、緊急時の

対応が実施できる体制を整備しておく

必要がある」などと記載されている

ことから、緊急時の対応について

遵守すること。 18

在宅支援について
就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における在宅支援の
要件遵守の徹底について 令和８年４月１３日事務連絡 抜粋

※必ず御確認ください※
就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における在宅支援の要件遵守の
徹底について 令和８年４月１３日事務連絡

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001694974.pdf

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」 
（平成19 年４月２日障障発第0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001694974.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf
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就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における在宅支援の
要件遵守の徹底について 令和８年４月１３日事務連絡 抜粋
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就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における在宅支援の
要件遵守の徹底について 令和８年４月１３日事務連絡 抜粋



説 明 内 容
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１ 令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における
主な内容について

２ 届出関係の留意事項について

３ 就労系事業所の運営上の留意事項について
２-１ 就労選択支援の実施開始について
２-２ 賃金・工賃の考え方について
２-３ 事業所等とは別の場所で行われる支援について

４ 経過措置終了に伴う減算について

５ サービス管理責任者のみなし配置について
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義務化された内容について ※基準の再確認をお願いします。

➀感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を 継続的に実施するための、

 及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い
 必要な措置を講ずること
②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、研修・訓練を定期的に実施すること。 
※全ての基準を満たしていない場合、減算する。

業務継続計画未策定減算

① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
 ② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
 ③ 上記措置を適切に実施する ための担当者を置くこと
※全ての基準を満たしていない場合、減算する。 

虐待防止措置未実施減算

➀身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに

 緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること
➁身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を行うこと。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
※全ての基準を満たしていない場合、減算する。

身体拘束廃止未実施減算

障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算。

情報公表未報告減算



説 明 内 容
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１ 令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における
主な内容について

２ 届出関係の留意事項について

３ 就労系事業所の運営上の留意事項について
２-１ 就労選択支援の実施開始について
２-２ 賃金・工賃の考え方について
２-３ 事業所等とは別の場所で行われる支援について

４ 経過措置終了に伴う減算について

５ サービス管理責任者のみなし配置について
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（１）やむを得ない事由による措置について

やむを得ない事由でサービス管理責任者または児童発達管理責任者（以下、サービス管理責任者等
という。）が欠如したと県が認めた場合には、サービス管理責任者等が欠如した日から1年間又は実
践研修を修了するまでの間（最長欠如した日から2年間）、一定の要件を充たしている者について、
サービス管理責任者等とみなして配置可能です。

事業所の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、後任のサービス管理責任者等を
直ちに配置することが困難な場合。

やむを得ない事由とは

（１） 事業所の責に帰さない事由により欠如した場合の例

・サービス管理責任者等が死亡、失踪した場合 
・サービス管理責任者等が病気や怪我などにより急遽休職・退職した場合 
・その他欠如を事前に予期できなかった場合

（２） 後任のサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合の例

・法人内の異動によっても配置が困難な場合、かつ、求人等で募集しても採用に至らない場合 

※サービス管理責任者等の欠如が生じないための取組に努め、それでもなお欠如と
なる場合に限り、やむを得ない事由として認めることとします。

※注意※やむを得ない事由に該当するかは事前に指定権者（県）へ問い合わせてください。
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（２）やむを得ない事由による措置について

やむを得ない事由に該当した場合、サービス管理責任者等をみなして配置できる従業者の要件

・サービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務（３～８年）を満た
している者。

1年間のみなし配置が可能な者の要件

最長2年間のみなし配置が可能な者の要件

①サービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務（３～８年）を満た
している者。

②サービス管理責任者等が欠如した時点で、既にサービス管理責任者基礎研修及び相談支援従事者初任者
研修講義部分を修了している者。

③サービス管理責任者等が欠如する以前から、サービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置
されている者。
※上記３つの全ての条件を満たす必要がある。

※やむを得ない事由に該当し、上記要件に該当した方をサービス管理責任者等とみなして配
置は可能ですが、あくまでもやむを得ない事由による措置となりますので、引き続き原則の要
件を満たすサービス管理責任者等の早期配置に努めてください。
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令和5年6月30日付告示改正により、基礎研修修了者の基礎研修後に実践研修を受講
するために必要な実務経験（ＯＪＴ）の取扱いが変更されました。

（改正後）・基礎研修修了後「２年以上」の期間

・一定の要件を充足した場合には、例外的に「6月以上」の期間

※①～③全てを満たす必要あり。
①基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件（相談支援業務又は直接支
援業務（３～８年））を満たしている。
②基礎研修修了後、サービス管理責任者等のもとで、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を実施
している。

※ サービス管理責任者等養成に係る一連の研修の一部をなすものとして設定されたものであり、その十分な実施を担保
 する観点から、少なくとも計１０回以上行うこと。

③指定権者に届け出ている。

・届出様式は上記リンク先にあります。

・個別支援計画の原案作成等の業務に従事を開始する日から10日以内に届け出てください。

※遡及不可

（３）サービス管理責任者等基礎研修修了者のOJTの取扱いについて

一定の要件

※注意※

届出を検討の場合、下記リンク先を御覧ください。
サービス管理責任者等基礎研修修了者のOJTの取扱いについて -群馬県ホーム
ページ(障害政策課)

https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
https://www.pref.gunma.jp/page/704925.html
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①過去５年間に通算２年以上のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、
管理者、相談支援専門員としての実務経験がある又は②現にサービス管理責任者
等として従事している

・初回の更新研修（又は実践研修）が起算点となります。
・詳細は次頁を御確認ください。
  ※認識誤りをしてしまうと、気付かないうちに失効してしまう可能性があります。

必ず、御一読ください。特に今年度は、令和３年度サービス管理責任者等実践研
修修了者の更新期限の最終年度となりますので、ご注意ください。

（４）サービス管理責任者等更新研修について

令和元年度の制度改正により、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者と
して従事するためには、5年度毎に1回更新研修を受講することが必要となりました。

受講要件

更新期間の考え方について

令和6年3月31日までに更新研修修了者とならなかった旧サービス管理責任者等研修修了者は、

更新研修を受講することはできません。実践研修を受講してください。

※注意※



更新期間の考え方について（平成３０年度までの研修修了者）

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

令和
１０年度・・・・・

更
新
研
修
修
了

更
新
研
修
修
了

この間に２回目の更新研修受講起
算
点

・平成３０年度までの研修修了者は、令和５年度までの経過措置として、サービス管
理責任者等として「みなす」ことになっている。
・更新研修を受講することによって、新カリキュラムの修了者としてみなされる。そ
のため、最初に更新研修を修了した年度が更新の起算点となる。
・平成３０年度までの研修修了者が初めて更新研修を受ける場合、実務要件は不問。

起
算
点

令和２～６年度 令和７～１１年度

この間に３回目の更新研修受講

この間に２回目の更新研修受講

令和６～１０年度

～受講イメージ図～
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更新期間の考え方について（平成３０年度までの研修修了者）



令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

令和
１０年度・・・・・

基
礎
研
修
修
了

実
践
研
修
修
了

基
礎
研
修
修
了

実
践
研
修
修
了

この間に１回目の更新研修1受講起
算
点

・実践研修修了年度を起算点とし、その翌年度から５年度毎に１回、更新研修を受講
することが必要となる。
・更新研修の受講には、（１）又は（２）の実務要件を満たすことが必要。
（１）現にサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事。
（２）過去５年間のうち２年間以上、サービス管理責任者等、管理者、

相談支援専門員として従事。

起
算
点

令和４～８年度 令和９～１３年度

この間に２回目の更新
研修受講

この間に１回目の更新研修受講

令和７～１１年度

～受講イメージ図～
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更新期間の考え方について（実践研修修了者）
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その他サービス管理責任者等に係る連絡事項について

○群馬県サービス管理責任者等研修（指定研修）について

群馬県では、「群馬県サービス管理責任者等研修事業指定事務取扱要綱」に基づき、
令和７年度から指定研修を実施しております。 ※県の委託ではありません

・研修事業者番号１ 株式会社中川（東北福祉カレッジ）

・サービス管理責任者等基礎研修（相談支援従事者初任者研修講義部分を含む）
・サービス管理責任者等実践研修
・サービス管理責任者等更新研修

・第1回：令和８年4月1日～4月30日・・・第12回：令和９年3月1日～3月30日

指定事業者

対象となる研修

実施予定（令和８年度）

・研修の詳細については、事業者に直接お問い合わせください。
ホームページ：https://tohoku-fukushi.com/＜外部リンク＞

その他

https://tohoku-fukushi.com/
https://tohoku-fukushi.com/
https://tohoku-fukushi.com/
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